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（仮称）扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 

環境影響評価方法書に関する検討事項一覧 

 

この資料は本件に関して、審査会から横浜市に提出される答申の内容を検討するための資料です。

これまでの調査審議の内容を確認し、下表の項目・検討事項・内容を元に答申案を作成します。 

 

■事業計画について 

項 目 検 討 事 項 内 容 

事 業 計 画 災害対策について 

対象事業実施区域は埋立地に位置することから、液状化

や護岸の側方流動、高潮や津波による浸水に関わる対策を

準備書に記載すること。特に、スロッシング現象等により

液体の漏えいが起こると、周辺環境に影響を及ぼす可能性

があることから、その対策についても準備書に記載するこ

と。 

（指摘事項 A-2-1～A-2-7） 

 

 

■環境影響評価項目について 

【工事の実施】 

評価項目 検 討 事 項 内 容 

大 気 質   

騒 音   

振 動   

水 質   

底 質   

土 壌 土壌の項目選定について 

対象事業実施区域の多くの部分が形質変更時要届出区域

に指定されており、機器などの据付に必要な掘削工事を行

うとしていることから、土壌を環境影響評価の項目として

選定し、工事の実施による影響を予測、評価すること。 

（指摘事項 10-2-1） 

動 物   

植 物   

人と自然との 

触れ合いの活動の場 
  

廃 棄 物 等 残土の予測方法について 

 対象事業実施区域が形質変更時要届出区域に指定されて

いることから、汚染がない土壌と汚染土壌の判別の仕方を

示したうえで、残土量を予測すること。 

（指摘事項 16-1-1） 
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【土地又は工作物の存在及び供用】 

評価項目 検 討 事 項 内 容 

全 般 
排水の水温の影響につい

て 

発電設備からの排水について、審議の過程で水温による

影響範囲は限定的であると示されたことから、その内容を

根拠となる資料とともに準備書に記載すること。 

（指摘事項 6-1-1、6-2-1、11-3-1、11-3-2） 

大 気 質   

騒 音   

振 動   

低 周 波 音   

冷却塔白煙   

水 質   

動 物 
周辺の緑地との関わりに

ついて 

周辺の緑地との関わりの観点から、動物相の状況の調査

の一環として、「京浜の森づくり」や「トンボのネットワー

ク調査」などの対象事業実施区域周辺の情報を収集、整理

したうえで、予測、評価すること。 

（指摘事項 11-2-1） 

植 物   

景 観   

人と自然との 

触れ合いの活動の場 
  

廃 棄 物 等   

温室効果ガス等   

 

 


